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当該年度

　全国健康福祉祭は厚生労働省等が主催する健康及び福祉の祭典であり、活力ある長寿社会の
形成に資することを目的として毎年都道府県持ち回りで開催されている。福岡市からも毎年多くの
種目へ選手を派遣しており、高齢者等が日頃の成果を発揮する場として、生きがい・健康づくりに
大きく貢献するものであるため、今後も継続する必要がある。

補助金の終期

【補助対象経費、補助金額の算定方法・考え方】
[事務費]全額
[交通費、宿泊代]選手団団長、役員、種目代表者各1名：全額
　　　　　　　　　　選手：２分の１
[ユニフォーム代]選手団団長、役員：全額
　　　　　　　　　　選手：３分の２

補助金交付
による効果

　事業参加者は、各競技団体の市代表として、競技に参加するとともに、地域や世代を
超えて交流を深めている。

前々々年度交付状況等
【上段：交付件数】

【下段：決算】
（※１）

前年度

令和６

補助金の目的
及び

補助対象事業

延長回数 2

　全国健康福祉祭参加事業福岡市実行委員会が行う全国健康福祉祭参加事業に対し
補助金を交付し、その円滑な実施を助成することにより、高齢者の健康水準の向上、社
会参加意欲・生きがいの高揚等を図る。

前年度補助事業
の主な実施概要

　令和５年度は、愛媛大会（令和５年10月28日～31日）について、18種目107名（応援含
む）を選手として派遣している。

回

終期を延長する
理由

       補助金調書

交　付　先

（公募の場合）
応募要件

（非公募の場合）
非公募の理由

　当該補助事業を行っている団体は、全国健康福祉祭参加事業福岡市実行委員会に限
られるため。

団体
全国健康福祉祭参加事業

福岡市実行委員会
区分

福祉局高齢社会部高齢福祉課
（ＴＥＬ711-4881）

担当課
（連絡先）

補助金名
全国健康福祉祭参加事業福岡市実行委員会
補助金

（公募の場合）
公募時期

その他の補助金

交付先決定方法 非公募

11,667

1

交付対象経費及び
補助金の算定方法等

前々年度

補助開始年度

(1)

　
定率

年度

（間接補助の場合）
間接補助とする理由
及び再交付先への配

分基準、審査基準

 【間接補助の理由、再交付の配分基準・審査基準】

※１：金額総額であり、複数の団体等に交付している場合、個々の団体等への交付額等を示すものではありま
せん。なお、当該年度は当初予算額を記載しております。また、前年度決算額について、補助額の確定が未了
のものは、交付件数および交付決定額を外数として（）書きで記載しております。

8,786

昭和63 37年度 年度

(15,041)

1

経過年数

954
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